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Ⅳ 関東森林管理局仕様書（抜粋） 
 

１ 総則 
 
（１）この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。）は、請負実施に係わる造林

関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は
造林請負事業標準仕様書によるものとする。 

（２）これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとす
る。 

（３）特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。 
 
 

６ 下刈（全刈） 
 
（１）作業方法等 

区域内の幼齢植栽木（以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況
等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。）と競合状態にある全ての雑草、笹、雑灌木、つ
る類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。 

① 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。 
② 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲（あるいは列間）に寄せて

乾燥防止等に活用すること。 
③ 植栽木に巻きついたつる類は生育に支障のないように取り除くこと。 
④ 刈払いに際しては、特に植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植

栽木の根元に鎌及び刈払機の刃部が向かないよう植栽木を中心として外側の方向に刈払いを行
うものとする。 

⑤ 特に、笹、雑草等の繁茂が著しい箇所では監督職員の指示に従い、あらかじめ植栽木の周囲を
刈払い、位置を明らかにしてから刈払いを行うこと。 

⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを
行うものとする。 

（２）作業記録 
下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、

請負者において行い、「Ⅶ様式」に定める「様式 U8」に取りまとめの上監督職員に提出するもの
とする。 

（３）刈払機作業における振動障害の予防 
刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動

工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」（平成 21 年 7 月 10 日基発 0710 第 2 号・別紙）
を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。 

 
 



10 除伐 
 
（１）除伐対象木 

① 目的木（有用天然木等を含む。以下同じ。）の成育に支障となるつる類、雑灌木類。 
② 目的木のうち、被圧木、枯損木、曲がり木等の形質不良木及び被害木。 
③ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質及び樹勢が良好でないもの。 

（２）保残すべき樹木 
① 植栽木がないか極めて少ない箇所に成育する有用天然木。 
② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。 
③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。 
④ (1)③で残存することとした有用天然木。 
⑤ 目的木の成育に支障とならない雑灌木。 

（３）除伐木等の処理方法 
① 除伐木の伐採高（株高）は、地上 60 ㎝以内とする。 
② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。  
③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。 
④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。 
⑤ 植栽木が極めて少ない箇所は、植栽木の周囲を植栽木の樹高の 1/2 程度伐り開く。 
⑥ 植栽木がほとんどない部分は、監督職員と協議のうえ現状のまま手を加えないこととする。 

（４）刈払機作業における振動障害の予防 
 刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動
工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」（平成 21 年 7 月 10 日基発 0710 第 2 号・別紙）
を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。 



特 記 仕 様 書

2．そ の 他 

(1)　別紙「国土強靭化関連事業における工事看板の取扱いについて」のとおり、工事看板に国土強
　 靭化対策事業であることを記載し、地域住民等に対して発信することとする。

１．下 刈 

(1)　下刈は７月１日以降に実施すること。



（別紙）国土強靭化関連事業における工事看板の取扱いについて 

 

１ 工事看板の記載内容 
 工事看板に事業内容及び国土強靭化対策事業であることを簡潔に記載する。 

 

記載文章例 

健全な森林づくりのため○○（間伐/地拵/植付/下刈/除伐/獣害対策）を行っています 

国土強靭化対策事業 

※○○には当該箇所の作業種を記載 

 

２ 留意事項 
 標準仕様書により設置を義務付けしている看板等とは別に、新規で看板を制作することは

不要。 
 これまで設置していた看板等に、文章を追加することとする。 

 

 

 

 


